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○御殿場市母子家庭等医療費助成要綱 

昭和５６年９月１４日 

告示第９４号 

改正 平成７年２月２０日告示第１５号 

平成７年３月９日告示第２７号 

平成８年５月１日告示第４８号 

平成９年１１月１８日告示第１３９号 

平成１１年６月２５日告示第９８号 

平成１５年２月１０日告示第１３号 

平成１６年１１月１９日告示第２１９号 

平成１６年１１月２２日告示第２２２号 

平成２０年３月２４日告示第６７号 

平成２０年７月１５日告示第１５３号 

平成２１年３月３１日告示第８８号 

平成２４年７月４日告示第１６０号 

平成２５年２月２８日告示第７３号 

平成２７年３月３１日告示第１２５号 

平成２７年１２月２８日告示第３３１号 

（目的） 

第１条 この要綱は、母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を助成す

ることにより、母子家庭等の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「母子家庭等」とは、次に掲げる者をいう。 

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号。以下「法」という。）

第６条第１項に規定する配偶者のない女子で現に２０歳に達する日までの間にある児

童を扶養しているもの 

(2) 法第６条第２項に規定する配偶者のない男子で現に２０歳に達する日までの間に

ある児童を扶養しているもの 

(3) 前２号に掲げる者に現に扶養されている２０歳に達する日までの間にある児童 

(4) 法附則第３条第１項に規定する児童のうち２０歳に達する日までの間にある児童 

２ この要綱において「社会保険各法」とは、別表に掲げる社会保険に関する各法律をい

う。 

３ この要綱において「医療機関等」とは、社会保険各法の規定に基づき療養の給付を取
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り扱う病院若しくは診療所又は薬局その他のものをいう。 

（一部改正〔平成７年告示２７号・８年４８号・１５年１３号・１６年２２２号・

２７年１２５号〕） 

（受給資格者） 

第３条 この要綱に基づいて医療費の助成を受けることのできる者（以下「受給資格者」

という。）は、母子家庭等であって、市内に住所を有し（第２条第１項第１号又は第２

号に掲げる者（第２条第１項第４号に掲げる児童についてはその養育者）に現に扶養さ

れている児童であって、進学等の事由により市内に住所を有しない児童を含む。）、か

つ、社会保険各法の被保険者、組合員又は被扶養者である者とする。ただし、生活保護

法（昭和２５年法律第１４４号）第１５条に規定する医療扶助を受けている者並びに児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により小規模住居

型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童若しくは同号の規定により乳児

院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設に

入所措置されている児童若しくは同条第２項の規定により指定発達支援医療機関に委託

されている児童及び同法第２２条の規定により助産施設に入所措置されている者を除く。 

（一部改正〔平成１１年告示９８号・１６年２２２号・２１年８８号・２４年１

６０号・２７年１２５号〕） 

（助成の停止） 

第４条 受給資格者又は受給資格者の民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項

に定める扶養義務者でその受給資格者と生計を同じくする者（受給資格者が第２条第１

項第４号に掲げる者である場合は、この者と生計を同じくする者を含む。）に前年分の

所得税（１月から６月までの間に受けた医療については、前々年分の所得税）が課され

ているときは、その年の７月から翌年の６月までは支給を停止する。 

（受給者証の交付） 

第５条 医療費の助成を受けようとする者（第２条第１項第４号に掲げる者については、

その養育者）は、次の各号に掲げる書類（以下「申請書等」という。）を市長に提出し、

受給資格について市長の認定を受けなければならない。 

(1) 母子家庭等医療費助成金受給者証交付申請書（様式第１号） 

(2) 社会保険各法の被保険者証又は組合員証（以下「被保険者証」という。） 

(3) 第８条に規定する附加給付がある場合にあっては附加給付内容証明願（様式第２

号） 

(4) 前条に定める助成の停止に該当しないものであることを証する書類 

２ 市長は、前項の認定をしたときは、母子家庭等医療費助成金受給者証（様式第３号。
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以下「受給者証」という。）を交付するものとする。 

（一部改正〔平成１１年告示９８号〕） 

（受給者証の更新申請等） 

第６条 受給者証の有効期間が満了し、受給者証の更新を受けようとする者は、毎年６月

１日から同月３０日までの間に次に掲げる書類を市長に提出し、受給者証の更新を受け

なければならない。 

(1) 母子家庭等医療費助成金受給者証更新申請書（様式第１号） 

(2) 前条第１項第２号から第４号に掲げる書類 

（受給者証の再交付） 

第７条 受給者証を損傷し、又は紛失したため、受給者証の再交付を受けようとする者は、

母子家庭等医療費助成金受給者証再交付申請書（様式第４号）を市長に提出して、その

再交付を受けなければならない。 

（助成の額） 

第８条 医療費に対して助成する額は、社会保険各法の規定に基づく健康保険法（大正１

１年法律第７０号）第７６条第２項に規定する療養に要する費用の算定の例により算定

した額から社会保険各法による給付を控除した額（以下「自己負担額」という。）とし、

健康保険法第８５条第２項に規定する入院時食事標準負担額は対象としない。この場合

において各種法令等の規定による国又は地方公共団体の負担に係る次の各号に掲げる医

療に関する給付若しくは健康保険組合等の規約又は定款等の規定による附加給付がある

場合にあってはその給付の額を控除するものとする。 

(1) 社会保険各法の規定に基づく高額療養費 

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定により給付さ

れる医療費 

(3) 御殿場市重度障害者（児）医療費助成要綱（平成１６年御殿場市告示第２１９号）

に定める医療費 

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第

１２３号）第５条第２２項の規定に基づく医療費 

(5) 児童福祉法第２０条の規定に基づく療育医療費 

(6) 児童福祉法第１９条の２の規定に基づく小児慢性特定疾病医療費 

(7) 児童福祉法第２１条の５の２８の規定に基づく肢体不自由児通所医療費又は同法

第２４条の２０の規定に基づく障害児入所医療費 

(8) 御殿場市子ども医療費助成規則（平成７年御殿場市規則第２４号）に定める医療費 

(9) 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２０条の規定に基づく養育医療費 
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(10) 御殿場市精神障害者医療費助成規則（昭和５２年御殿場市規則第２号）に規定す

る医療費 

（一部改正〔平成７年告示２７号・１６年２１９号・２２２号・２０年６７号・

１５３号・２４年１６０号・２５年７３号・２７年１２５号〕） 

（受給者証による受診） 

第９条 受給者証の交付を受けている者（以下「受給者」という。）は、医療機関等で診

療等を受けようとするときは、被保険者証とともに受給者証を提出しなければならない。 

２ 受給者は、医療機関等で診療を受け、当該医療機関等から当該支払いに係る保険診療

等領収証明を受けるものとする。ただし、当該保険診療等領収証明は、１か月に１回こ

れを受けることをもって足りるものとする。 

（一部改正〔平成７年告示２７号〕） 

（支給の申請） 

第１０条 受給者は、医療費の助成金の支給を受けようとするときは、市長に助成金の支

給申請を行わなければならない。 

２ 受給者が助成金の支給申請を行うときは、母子家庭等医療費助成金支給申請書（様式

第５号。以下「申請書」という。）に前条に基づく保険診療等領収証明又は領収を証明

する書類を添付して、市長に申請しなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず、受給者が前条の規定により医療機関等に被保険者証ととも

に受給者証を提示し、診療等を受けたときは、当該医療機関等から提供される情報に基

づき静岡県国民健康保険団体連合会から市長に当該診療等に係る一部負担金その他助成

金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、受給者から市長に助成金の支給

申請があったものとみなす。 

（全部改正〔平成１６年告示２２２号〕） 

（支給額の決定） 

第１１条 市長は、前条の規定による申請書の内容を審査し、支給額を決定し、受給者に

支給するものとする。 

（支給の対象期間） 

第１２条 医療費助成金の支給対象期間は、第５条に規定する申請書等の提出があった日

の翌日から第２条及び第３条に規定する要件を欠くに至った日（児童が２０歳に達した

ときは、その日が属する月の末日）までとする。ただし、受給資格者が他市町村から転

入した場合には転入届をした日から、又はやむを得ない事由により申請書等の提出がで

きなかった場合においては、やむを得ない事由がなくなった日後１４日以内に申請書等

の提出があったときには、当該やむを得ない事由が生じた日から、それぞれ支給対象に
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することができる。 

（一部改正〔平成１６年告示２２２号〕） 

（変更等） 

第１３条 受給者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに母子家庭等

医療費助成金受給者証交付申請事項変更届（様式第６号）に受給者証及び変更事項を証

する書類を添付して市長に届け出なければならない。 

(1) 受給資格者の氏名の変更 

(2) 市の区域内における住所の変更 

(3) 受給資格者の変更 

(4) 加入している医療保険の変更 

(5) 医療保険の附加給付の内容の変更 

(6) 支払希望金融機関の変更 

２ 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、これを市長に届

け出なければならない。 

（一部改正〔平成８年告示４８号〕） 

（受給資格喪失届） 

第１４条 受給者が、第２条第１項及び第３条の要件を喪失するに至ったとき（前条第１

項第３号に該当する場合を除く。以下同じ。）は、母子家庭等医療費助成金受給資格喪

失届（様式第７号）に受給者証を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 受給者が死亡したときは、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）の規定による届出義

務者は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。この場合において死亡した

者に支給すべき医療費の助成金があるときは、届出義務者に支給することができる。 

（損害賠償との調整） 

第１５条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その額の限

度において母子家庭等医療費助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した金額

に相当する額を返還させることができる。 

（助成金の返還） 

第１６条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段によりこの要綱に定める医療費の助成

金の支給を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。 

（権利の消滅） 

第１７条 母子家庭等医療費の助成金の支給を受ける権利は、その診療等を受けた日の属

する月の翌月の初日（医療機関等からの医療費自己負担額の請求が遅延した場合にはそ

の請求のあった日の翌日）から起算して１年間第１０条の規定による申請がなかったと
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きは消滅するものとする。 

（一部改正〔平成７年告示２７号〕） 

（添付書類の省略） 

第１８条 市長は、この要綱に定める申請書又は届出書に添えて提出すべき書類について、

証明すべき事実を現有公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略す

ることができる。 

（受給権の譲渡禁止） 

第１９条 母子家庭等医療費助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供するこ

とはできない。 

（報告等） 

第２０条 市長は、母子家庭等医療費助成金の支給に関し必要があると認めるときは、受

給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。 

（補則） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（追加〔平成１６年告示２２２号〕） 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

附 則（平成７年２月２０日告示第１５号） 

この告示は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月９日告示第２７号） 

この告示は、公示の日から施行し、改正後の御殿場市母子家庭等医療費助成要綱第８条

の規定による助成の額は、平成６年１０月診療分から適用する。 

附 則（平成８年５月１日告示第４８号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

附 則（平成９年１１月１８日告示第１３９号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成９年９月１日から適用する。 

附 則（平成１１年６月２５日告示第９８号） 

この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成１５年２月１０日告示第１３号） 

この告示は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年１１月１９日告示第２１９号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１６年１２月１日から施行する。 
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附 則（平成１６年１１月２２日告示第２２２号） 

この告示は、平成１６年１２月１日から施行し、改正後の御殿場市母子家庭等医療費助

成要綱第１０条の規定による支給の方法は、平成１６年１２月診療分から適用する。 

附 則（平成２０年３月２４日告示第６７号） 

この告示は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年７月１５日告示第１５３号） 

この告示は、公示の日から施行し、平成２０年４月１日から適用する。 

附 則（平成２１年３月３１日告示第８８号） 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年７月４日告示第１６０号抄） 

（施行期日） 

１ この告示は、公示の日から施行する。 

附 則（平成２５年２月２８日告示第７３号抄） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日告示第１２５号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年１２月２８日告示第３３１号） 

この告示は、平成２８年１月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（一部改正〔平成２０年告示１５３号〕） 

1 健康保険法（大正11年法律第70号） 

2 船員保険法（昭和14年法律第73号） 

3 国民健康保険法（昭和33年法律第192号） 

4 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第128号） 

5 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号） 

6 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第245号） 
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様式第１号（第５条、第６条関係） 

（一部改正〔平成７年告示１５号・８年４８号・２０年１５３号・２７年３３１

号〕） 

様式第２号（第５条関係） 

（一部改正〔平成７年告示１５号〕） 

様式第３号（第５条関係） 

（全部改正〔平成１６年告示２２２号〕） 

様式第４号（第７条関係） 

（一部改正〔平成７年告示１５号・８年４８号〕） 

様式第５号（第１０条関係） 

（一部改正〔平成７年告示１５号・２７号・９年１３９号・２０年１５３号〕） 

様式第６号（第１３条関係） 

（一部改正〔平成７年告示１５号〕） 

様式第７号（第１４条関係） 

（一部改正〔平成７年告示１５号・２０年１５３号〕） 

 


